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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第101期 

第２四半期連結 
累計期間 

第102期 
第２四半期連結 

累計期間 
第101期 

会計期間 

自平成29年 
４月１日 

至平成29年 
９月30日 

自平成30年 
４月１日 

至平成30年 
９月30日 

自平成29年 
４月１日 

至平成30年 
３月31日 

売上高 （百万円） 214,473 226,099 430,602 

経常利益 （百万円） 18,840 19,998 35,985 

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益 
（百万円） 12,042 14,333 23,846 

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 15,302 23,563 21,287 

純資産額 （百万円） 256,579 272,731 253,289 

総資産額 （百万円） 346,079 361,290 343,929 

１株当たり 

四半期（当期）純利益金額 
（円） 62.35 74.66 123.71 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益金額 
（円） － － － 

自己資本比率 （％） 72.7 74.1 72.1 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 17,501 16,885 37,645 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △9,007 △13,351 △14,640 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △29,193 △3,341 △43,968 

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
（百万円） 23,591 23,991 22,785 

 

回次
第101期

第２四半期連結
会計期間

第102期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成29年
７月１日

至平成29年
９月30日

自平成30年
７月１日

至平成30年
９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 30.76 37.67 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中に記載の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。 

（１）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国の景気は着実に回復が続き、欧州の景気も緩やかに拡大

しており、全体として堅調に推移しております。日本経済についても、緩やかな回復が続いております。 

このような状況下における、当社グループの売上は、国内については、しょうゆ、酒類が前年同期を下回った

ものの、食品、飲料が好調に推移し、食料品製造・販売事業全体で前年同期を上回りました。海外については、

食料品製造・販売及び食料品卸売事業ともに順調に推移し、前年同期の売上を上回りました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結グループの売上高は２，２６０億９千９百万円（前年同期比

105.4％）、営業利益は２００億６千８百万円（前年同期比105.2％）、経常利益は１９９億９千８百万円（前年

同期比106.1％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１４３億３千３百万円（前年同期比119.0％）となりま

した。

＜セグメントの業績の概況＞

各報告セグメントの業績の概況は次の通りであります。

国内における売上の概況は次の通りであります。

（国内 食料品製造・販売事業）

当事業は、しょうゆ部門、つゆ・たれ・デルモンテ調味料等の食品部門、豆乳飲料・デルモンテ飲料等の飲料

部門、みりん・ワイン等の酒類部門からなり、国内において当該商品の製造・販売を手がけております。各部門

の売上の概況は次の通りであります。 

■しょうゆ部門

しょうゆは、家庭用分野では、「いつでも新鮮」シリーズが、テレビ宣伝を中心としたマーケティング施策

を徹底することにより、「新鮮な生しょうゆのおいしさ」、「鮮度維持」、「使いやすさ」という付加価値が

市場に浸透し、順調に売上を伸ばしました。一方、「こいくちしょうゆ」などのペットボトル品は前年同期を

下回りました。加工・業務用分野は、前年同期を下回りました。この結果、部門全体としては前年同期の売上

を下回りました。 

■食品部門

つゆ類は、家庭用分野では、ストレートタイプつゆの「具麺」シリーズが好調に推移し、濃縮つゆも「濃い

だし本つゆ」が売上を伸ばし、前年同期を上回りました。たれ類は、主力商品である「わが家は焼肉屋さん」

シリーズが好調に推移し、「ステーキしょうゆ」、加工・業務用分野も売上を伸ばしたことから、前年同期を

上回りました。「うちのごはん」は、前年同期を下回りました。デルモンテ調味料は、「リコピンリッチ」な

どの高付加価値品が好調に推移し、前年同期を上回りました。この結果、部門全体としては前年同期の売上を

上回りました。 

■飲料部門

豆乳飲料は、健康志向の高まりを背景に特定保健用食品の商品や、「チョコミント」などの豆乳飲料、無調

整豆乳が伸長し、飲用だけでなく料理素材として豆乳を使う消費者も増えており、前年同期の売上を上回りま

した。 

デルモンテ飲料は、「リコピンリッチ」や、無塩トマトジュース、無塩野菜ジュースが好調に推移し、前年

同期の売上を上回りました。この結果、部門全体として前年同期の売上を上回りました。 

■酒類部門 

本みりんは、家庭用分野では、新商品の「濃厚熟成本みりん」を市場投入し、「米麹こだわり仕込み本みり

ん」などの高付加価値商品が売上を伸ばしたものの、「芳醇本みりん」が振るわず、加工用分野でも大型容器

が減少したため前年同期を下回りました。国産ワインは家庭用が振るわず、前年同期を下回りました。輸入ワ

インは、キッコーマン食品株式会社取扱いの商品を終売した影響などにより前年同期を下回りました。この結

果、部門全体として、前年同期の売上を下回りました。 

この結果、国内 食料品製造・販売事業の売上高は８９３億２千５百万円（前年同期比101.7％）、営業利益は

６２億１千４百万円（前年同期比105.2％）と増収増益となりました。 
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（国内 その他事業）

当事業は、臨床診断薬・衛生検査薬・加工用酵素、ヒアルロン酸等の化成品等の製造・販売、不動産賃貸及び

運送事業、グループ会社内への間接業務の提供等を行っております。 

臨床診断薬、衛生検査薬、ヒアルロン酸は好調に推移しました。運送事業は前年同期を上回りました。この結

果、部門全体としては前年同期の売上を上回りました。 

この結果、国内 その他事業の売上高は１０７億８千９百万円（前年同期比100.9％）、営業利益は８億８千４

百万円（前年同期比121.6％）と、増収増益となりました。 

 

海外における売上の概況は次の通りであります。

（海外 食料品製造・販売事業）

当事業は、しょうゆ部門、デルモンテ部門、海外における健康食品等のその他食料品部門からなり、海外にお

いて当該商品の製造・販売を手がけております。各部門の売上の概況は次の通りであります。 

■しょうゆ部門

北米市場においては、家庭用分野では、主力商品であるしょうゆに加え、しょうゆをベースとした調味料な

どの拡充に引き続き力を入れ、当社のブランド力を生かした事業展開を行ってまいりました。また、加工・業

務用分野では顧客のニーズに合わせたきめ細かな対応をし事業の拡大を図りました。この結果、前年同期の売

上を上回りました。 

欧州市場においては、主要市場であるイギリス、フランスなどで堅調に売上を伸ばし、前年同期の売上を上

回りました。 

アジア・オセアニア市場においては、中国市場で売上を伸ばしました。また、フィリピン、タイにおいても

売上を伸ばし、全体として前年同期を上回りました。 

この結果、部門全体では前年同期の売上を上回りました。 

■デルモンテ部門

当部門は、アジア・オセアニア地域で、フルーツ缶詰・コーン製品、トマトケチャップ等を製造・販売して

おります。 

中国市場及び香港市場での売上伸長により、前年同期の売上を上回りました。 

■その他食料品部門

当部門は、主に北米地域において、健康食品を製造・販売しております。 

医師ルート向けは堅調に推移しましたが、一般店舗ルートが振るわず、前年同期の売上を下回りました。 

この結果、海外 食料品製造・販売事業の売上高は４６５億４千４百万円（前年同期比104.9％）、営業利益は

９５億５千８百万円（前年同期比103.9％）と、増収増益となりました。 

（海外 食料品卸売事業）

当事業は、国内外において、東洋食品等を仕入れ、販売しております。

北米では、アジア系マーケットにとどまらず、ローカルマーケットへのさらなる浸透を進め、売上を伸ばしま

した。また、欧州、アジア・オセアニアでは引き続き市場が拡大しており、各地域で売上は順調に推移いたしま

した。この結果、前年同期の売上を上回りました。 

この結果、海外 食料品卸売事業の売上高は９３５億６百万円（前年同期比109.9％）、営業利益は３８億８百

万円（前年同期比101.3％）と、増収増益となりました。 
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②財政状態

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、１，５２５億９千１百万円となり、前連結会計年度末に比

べ８７億４千３百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金、現金及び預金が増加したことによ

るものであります。固定資産は、２，０８６億９千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ８６億１千７百万

円増加いたしました。これは主に、建設仮勘定、機械装置及び運搬具、建物及び構築物が増加したことによるも

のであります。 

この結果、総資産は、３，６１２億９千万円となり、前連結会計年度末に比べ１７３億６千１百万円増加いた

しました。

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、５４４億２千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ

３０億５千７百万円減少いたしました。これは主に、その他の流動負債が減少したことによるものであります。

固定負債は、３４１億３千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億７千７百万円増加いたしました。これ

は主に、繰延税金負債、環境対策引当金が増加したことによるものであります。 

この結果、負債の部は、８８５億５千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ２０億８千万円減少いたしま

した。

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の部は、２，７２７億３千１百万円となり、前連結会計年度末に

比べ１９４億４千１百万円増加いたしました。自己株式の消却に伴い、利益剰余金と自己株式がそれぞれ減少し

ておりますが、親会社株式に帰属する四半期純利益及び為替換算調整勘定の増加により、純資産の合計は増加い

たしました。

この結果、自己資本比率は７４．１％（前連結会計年度末は７２．１％）となりました。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四

半期連結会計期間の期首から適用しており、遡及処理後の前年度末の数値で比較を行っております。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期における現金及び現金同等物の四半期末残高は、２３９億９千１百万円となりました。これは、

前連結会計年度末に比べ現金及び現金同等物が１２億５百万円増加したことによるものであります。

当第２四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りでありま

す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは１６８億８千５百万円の収入とな

り、前第２四半期連結累計期間に比べ６億１千６百万円収入減でありました。これは主に、法人税等の支払が増

加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、１３３億５千１百万円の支出とな

りました。これは主に、有形固定資産の取得による支出があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、３３億４千１百万円の支出となり

ました。これは主に、配当金の支払があったことによるものであります。 
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当社は、当社定款第13条の定めに基づき、株券等の保有割合を20％以上とすることを目的とした当社株券等の

買付行為、又は結果として株券等の保有割合が20％以上となるような当社株券等の買付行為（以下、かかる行為

を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を実施する者及び実施しようとする者を「大規模買付者」といい

ます。）に関する対応方針（以下、「本方針」といいます。）として、下記③の要領で新株予約権の無償割当て

に関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任することにつきまして、以下のとおり株主の皆様のご承認

をいただいております。 

①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要

当社は、17世紀以来積み上げてきた伝統と、時代を洞察する革新性を経営風土とし、会社創立以来100年にわ

たって、独自のビジネスモデルの構築及び企業価値の向上に努めてまいりました。当社及び当社グループが培っ

てきたビジネスモデルは、日本の食文化の中心的役割を果たしてきたしょうゆを国内及び海外に展開することを

核とするものであり、各国固有の食文化や地域特性への理解及び高い品質と安全性を確保するための各種技術・

ノウハウ等を継承し、発展させることで獲得してきたものであり、これらを自らのものとして経営することなく

当社及び当社グループの企業価値を向上させることは困難であると考えております。 

そこで、当社取締役会は、大規模買付行為が行われ、株主の皆様が大規模買付者による大規模買付行為を評価

する際、大規模買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担い当社の事業特性を十分に

理解している当社取締役会の大規模買付行為に対する意見等も含めた十分な情報が適時・適切に株主の皆様へ提

供されることが極めて重要になるものと考えております。当社取締役会は、そのための合理的な仕組みとして、

後述する大規模買付行為に関するルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）が必要であると考えてお

り、かかる大規模買付ルールについては、平成28年６月23日開催の第105回定時株主総会においてご承認をいた

だいております。 

②基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要

当社グループでは、2030年を目標にした長期ビジョン「グローバルビジョン2030」を策定し、新しい価値創造

へ挑戦してまいります。その「目指す姿」は、①キッコーマンしょうゆをグローバル・スタンダードの調味料に

する、②世界中で新しいおいしさを創造し、より豊かで健康的な食生活に貢献する、③キッコーマンらしい活動

を通じて、地球社会における存在意義をさらに高めていく、であります。また、長期ビジョンの実現に向けて、

新中期経営計画（2018年度から2020年度）をスタートさせました。 

③不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの概要

１）本方針導入の目的と基本的な枠組み

当社取締役会は、大規模買付行為が、以下において記載する大規模買付ルールに従って行われることが、

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資すると考えております。大規模買付者が大規模買付ルー

ルを順守しない場合や、大規模買付ルールを順守した場合であっても当該大規模買付行為が当社の企業価値及

び株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会により最終的に判断される場合には、当社取締役会は、特別

委員会（下記「④ ４）独立性の高い社外者の判断の重視」のとおり設置される組織をいいます。）の勧告を

最大限尊重した上で、対抗措置として新株予約権の無償割当て（下記「３）大規模買付行為がなされた場合の

対応方針」の実施（以下、「対抗措置」といいます。））を決議することができるものといたします。 

２）大規模買付ルールの内容

 (a) 大規模買付情報の提供

大規模買付行為を実施しようとする大規模買付者には、当該大規模買付行為に先立ち、当社取締役会

に対して、買付け等の内容の検討に必要かつ十分な情報（以下、「大規模買付情報」といいます。）及

び大規模買付ルールに従う旨の誓約文言を記載した書面を当社の定める書式により提出していただきま

す。 

 (b) 特別委員会による大規模買付情報の検討・評価等

特別委員会が、大規模買付者から大規模買付情報として十分な情報をすべて受領したと認めたとき

は、速やかにその旨を公表いたします。 

特別委員会は、当該公表日を開始日とし、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社株券

等のすべての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価

期間」（合理的に必要な範囲（但し、30日間を上限といたします。）で延長することができます。）と

して、検討、評価及び意見形成を行うものといたします。 

特別委員会は、特別委員会評価期間を延長する場合には、延長するに至った理由、延長期間その他特

別委員会が適切と認める事項について、当該延長の決定後速やかに、情報開示を行います。但し、特別

委員会は、買収を断念させることを目的として評価期間の延長を行うなど、大規模買付ルール設定の主

旨を逸脱するような運用は行わないことといたします。 

大規模買付行為は、特別委員会評価期間が終了し、当社取締役会が対抗措置に関する決定を行った後

に開始されるべきものといたします。 
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３）大規模買付行為がなされた場合の対応方針

 (a) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合、特別委員会は、当社の企業価値及び株主共同の

利益を守ることを目的として、対抗措置を発動するよう当社取締役会に勧告することがあります。当社

取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動又は不発動について速やかに最終的な

決議を行い、その理由も含め公表いたします。 

本方針に基づく対抗措置として、新株予約権の無償割当てを行う場合には、大規模買付者及びそのグ

ループ（以下、「大規模買付者等」といいます。）による権利行使は認められないとの行使条件及び当

社が当該大規模買付者等以外の者から当社株式と引き換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付さ

れた新株予約権を、その時点のすべての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以下

に規定されます。）により割り当てます。 

 (b) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、当社取締役会は、原則として、大規模買付行

為に対する対抗措置はとりません。但し、大規模買付ルールが順守されている場合であっても、当該大

規模買付行為が、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められるときには、特別委員

会は、対抗措置を発動するよう当社取締役会に勧告することがあります。具体的には、以下のいずれか

に該当すると認められる場合には、原則として、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと

認められる場合に該当するものと考えます。 

なお、大規模買付ルールが順守されている場合における対抗措置発動の勧告は、当該大規模買付行為

が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと明らかに認定されるときに限って行われるもの

であり、当該大規模買付行為が以下のいずれかに形式的に該当すると認められることのみを理由として

行われることはないものといたします。 

（ⅰ）真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を当社関

係者に引き取らせる目的で当社株券等の買付けを行っていると判断される場合（いわゆるグリーン

メーラー）

（ⅱ）当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主

要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を

行う目的で当社株券等の買付けを行っていると判断される場合 

（ⅲ）当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済

原資として流用する予定で当社株券等の買付けを行っていると判断される場合 

（ⅳ）当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産

等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当によ

る株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高値売り抜けをする目的で当社株券等の買付けを行っ

ていると判断される場合 

（ⅴ）大規模買付者の提案する当社株券等の買付方法が、強圧的二段階買収等、株主の判断の機会又は自

由を制約し、事実上、株主に当社株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合 

（ⅵ）大規模買付者の提案する当社株券等の買付条件が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不

適切なものであると合理的な根拠をもって判断される場合 

（ⅶ）大規模買付者による支配権取得により、当社株主はもとより、従業員、取引先、消費者、地域社会

その他の利害関係者との関係又は当社ブランド価値を破壊し、当社の企業価値及び株主共同の利益

を著しく毀損するおそれがあると合理的な根拠をもって判断される場合 

（ⅷ）大規模買付者がいわゆる反社会的勢力と認められるなど、公序良俗の観点から当社の支配株主とし

て不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合 

④当該取り組みが基本方針に沿うものであり、かつ株主共同の利益を損なうものではないこと、また当社役員の

地位の維持を目的とするものではないこと（本方針の合理性）

本方針は、以下のとおり、高度な合理性を有しております。

１）買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本方針は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又

は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しており、さらに、企業価値研究

会が平成20年６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」において示され

た買収防衛策の在り方にも沿っております。 

２）当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本方針は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判

断するために必要な情報や時間等を確保すること等を可能にするものであり、当社の企業価値及び株主共

同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されているものです。 
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３）会社法上の適法性を具備し、株主の合理的意思に依拠したものであること 

本方針の定める対抗措置は、新株予約権無償割当てに関する事項について、株主総会の決議又は株主総

会から委任された当社取締役会の決議により決定することができる旨の当社定款第13条の規定に基づいて

おり、会社法上の適法な根拠を有しております。また、本方針は、平成28年６月23日開催の第105回定時

株主総会において、株主の皆様のご賛同を得ております。なお、本方針の有効期間は同株主総会終了後３

年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、有効期間満了

前であっても、株主総会において本方針を廃止する旨の決議が行われた場合、又は株主総会で選任された

取締役で構成される取締役会により本方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本方針はその時点で

廃止されます。 

４）独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、対抗措置発動等の運用に際して、特別委員会を設置しました。 

特別委員会の委員は、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の

利害関係を有していない社外取締役、社外監査役及び社外有識者の中から選任されるものとしておりま

す。 

現在、当社は、当社の社外取締役３名を特別委員会の委員として選任しております。いずれの委員も、

東京証券取引所に対し、「独立役員」として届け出ております。 

５）合理的な客観的発動要件の設定

本方針は、あらかじめ定められた合理的な客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定

されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 

６）当社取締役の任期

当社は、取締役の任期を１年としております。従いまして、当社は、毎年の定時株主総会における取締

役の選任議案に関する議決権の行使を通じても、本方針に関する株主の皆様の意思を確認する手続きを経

ることとなっております。 

７）廃止が困難な買収防衛策ではないこと

本方針は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるもの

とされております。従いまして、本方針は、取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止

できない買収防衛策（いわゆるデッドハンド型）ではありません。また、本方針は取締役会の構成員の交

替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策（いわゆるスロー

ハンド型）でもありません。 

なお、本方針の全文はインターネット上の当社のウェブサイト 

（https://www.kikkoman.co.jp/library/ir/library/disclosure/pdf/20160427_3.pdf）に掲載しており

ます。 

（４）研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、１８億１千８百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 600,000,000

計 600,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年11月９日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式    193,883,202    193,883,202
㈱東京証券取引所 

市場第一部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

単元株式数100株

計    193,883,202    193,883,202 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額 
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成30年７月１日～

平成30年９月30日
－ 193,883,202 － 11,599 － 21,192
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（５）【大株主の状況】

    平成30年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％） 

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 

（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 25,211 13.13 

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 11,548 6.01 

㈱千秋社 千葉県野田市野田339番地 6,720 3.50 

㈱茂木佐 千葉県野田市野田370番地 6,140 3.20 

明治安田生命保険(相) 

（常任代理人 資産管理サービス

信託銀行㈱） 

東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 

（東京都中央区晴海１丁目８番12号） 
4,959 2.58 

㈱引高 千葉県野田市上花輪577番地１号 4,796 2.50 

㈲くしがた 千葉県野田市野田245番地 4,171 2.17 

㈱丸仁ホールディングス 東京都港区芝浦２丁目15番６号 3,884 2.02 

(公財)野田産業科学研究所 千葉県野田市野田399番地 3,727 1.94 

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 

(常任代理人 香港上海銀行東京支

店) 

ONE LINCOLN STREET. BOSTON MA USA 

02111 

(東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 

3,382 1.76 

計 － 74,542 38.82 

  （注）１．上記「大株主の状況」のほか当社所有の自己株式 1,846千株（0.95％）があります。

    ２．発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま

す。
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    ３．野村證券㈱から、平成30年９月21日付で、野村證券㈱及び野村アセットマネジメント㈱が、平成30年９月14

日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の大量保有報告書（変更報告書）の提出がありました

が、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主

の状況には含めておりません。 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）

株券等保有割合

（％）

野村證券㈱ 東京都中央区日本橋１丁目９番１号 299 0.15

野村アセットマネジメント㈱ 東京都中央区日本橋１丁目12番１号 13,019 6.72

計 － 13,319 6.87

 

    ４．三井住友信託銀行㈱から、平成30年６月６日付で、三井住友信託銀行㈱、三井住友トラスト・アセットマネ

ジメント㈱及び日興アセットマネジメント㈱を共同保有とする大量保有報告書が提出され、平成30年５月31

日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期

会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりませ

ん。 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）

株式等保有割合

（％）

三井住友信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 4,650 2.40

三井住友トラスト・アセットマネ

ジメント㈱
東京都港区芝３丁目33番１号 606 0.31

日興アセットマネジメント㈱ 東京都港区赤坂９丁目７番１号 6,888 3.55

計 － 12,144 6.26
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    ５．ブラックロック・ジャパン㈱から、平成30年５月21日付で、ブラックロック・ジャパン㈱、ブラックロッ

ク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management LLC)、ブラック

ロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited)、ブラックロック・ラ

イフ・リミテッド(BlackRock Life Limited)、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・

リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

(BlackRock Fund Advisors)、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.

エイ.(BlackRock Institutional Trust Company,N.A.)及びブラックロック・インベストメント・マネジメ

ント (ユーケー) リミテッド(BlackRock Investment Management(UK) Limited)を協同保有とする大量保有

報告書が提出され、平成30年５月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けてお

りますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記

大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）

株券等保有割合

（％）

ブラックロック・ジャパン㈱ 東京都千代田区丸の内１丁目８番３号 3,649 1.88

ブラックロック・インベストメン

ト・マネジメント・エルエルシー

(BlackRock Investment

 Management LLC)

米国 ニュージャージー州 プリンストン 

ユニバーシティ スクウェア ドライブ１ 
196 0.10

ブラックロック・ファンド・マネ

ジャーズ・リミテッド(BlackRock 

Fund Managers Limited)

英国 ロンドン市 スログモートン・アベニ

ュー 12
247 0.13

ブラックロック・ライフ・リミテ

ッド(BlackRock Life Limited)

英国 ロンドン市 スログモートン・アベニ

ュー 12
218 0.11

ブラックロック・アセット・マネ

ジメント・アイルランド・リミテ

ッド(BlackRock Asset

Management Ireland Limited)

アイルランド共和国 ダブリン インターナ

ショナル・ファイナンシャル・サービス・

センター JPモルガン・ハウス

729 0.38

ブラックロック・ファンド・アド

バイザーズ(BlackRock Fund

Advisors)

米国 カルフォルニア州 サンフランシスコ

市 ハワード・ストリート 400
2,367 1.22

ブラックロック・インスティテュ

ーショナル・トラスト・カンパニ

ー、エヌ．エイ.(BlackRock

Institutional Trust

Company,N.A.)

米国 カルフォルニア州 サンフランシスコ

市 ハワード・ストリート 400
2,376 1.23

ブラックロック・インベストメン

ト・マネジメント(ユーケー) リ

ミテッド(BlackRock Investment

Management(UK) Limited)

英国 ロンドン市 スログモートン・アベニ

ュー 12
574 0.30

計 － 10,359 5.34

 

- 11 -



    ６．㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから、平成27年７月21日付で、㈱三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託

銀行㈱、三菱ＵＦＪ国際投信㈱及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱を共同保有とする大量保有報告

書（変更報告書）が提出され、平成27年７月13日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告

を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができません

ので、上記大株主の状況には含めておりません。 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）

株式等保有割合

（％）

㈱三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,796 1.33

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 5,341 2.54

三菱ＵＦＪ国際投信㈱ 東京都千代田区有楽町１丁目12番１号 2,522 1.20

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券㈱
東京都千代田区丸の内２丁目５番２号 1,282 0.61

計 － 11,942 5.68
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   2,066,600 －

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式 

単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 191,412,200 1,914,122 同上

単元未満株式 普通株式     404,402 － 同上

発行済株式総数          193,883,202 － －

総株主の議決権 － 1,914,122 －

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 3,700株（議決権の数 37個） 含まれ

ております。

 

②【自己株式等】

平成30年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

キッコーマン株式会社 千葉県野田市野田250番地 1,846,300 － 1,846,300 0.95

相互保有株式 

ヒゲタ醤油株式会社

東京都中央区日本橋小網

町２番３号
210,000 － 210,000 0.11

相互保有株式 

野田開発興業株式会社

千葉県野田市柳沢24番６

号
10,300 － 10,300 0.01

計 － 2,066,600 － 2,066,600 1.07

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平

成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は平成30年７月１日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しており

ます。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成30年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 22,196 25,733 

受取手形及び売掛金 ※１ 58,452 ※１ 62,007 

有価証券 2,892 562 

商品及び製品 37,760 40,862 

仕掛品 10,894 10,860 

原材料及び貯蔵品 4,991 5,174 

その他 7,159 8,077 

貸倒引当金 △499 △688 

流動資産合計 143,847 152,591 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 41,240 42,629 

機械装置及び運搬具（純額） 36,768 39,251 

土地 20,779 21,010 

リース資産（純額） 213 229 

建設仮勘定 7,264 11,305 

その他（純額） 3,856 3,831 

有形固定資産合計 110,121 118,258 

無形固定資産    

のれん 5,081 5,370 

その他 5,440 5,587 

無形固定資産合計 10,522 10,958 

投資その他の資産    

投資有価証券 65,151 64,621 

長期貸付金 773 1,120 

退職給付に係る資産 7,371 7,584 

繰延税金資産 2,863 2,735 

その他 4,303 4,381 

貸倒引当金 △1,027 △962 

投資その他の資産合計 79,437 79,481 

固定資産合計 200,081 208,698 

資産合計 343,929 361,290 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成30年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 21,535 22,572 

短期借入金 3,692 3,719 

リース債務 33 43 

未払金 17,737 15,953 

未払法人税等 3,433 3,645 

賞与引当金 2,497 2,896 

役員賞与引当金 115 61 

その他 8,436 5,530 

流動負債合計 57,481 54,424 

固定負債    

長期借入金 13,000 13,202 

リース債務 40 61 

繰延税金負債 7,309 7,611 

役員退職慰労引当金 712 700 

環境対策引当金 124 373 

退職給付に係る負債 4,783 4,832 

その他 7,187 7,353 

固定負債合計 33,157 34,135 

負債合計 90,639 88,559 

純資産の部    

株主資本    

資本金 11,599 11,599 

資本剰余金 13,915 13,695 

利益剰余金 238,660 218,017 

自己株式 △35,616 △3,622 

株主資本合計 228,558 239,690 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 20,956 21,427 

繰延ヘッジ損益 △38 0 

為替換算調整勘定 △2,050 5,905 

退職給付に係る調整累計額 647 646 

その他の包括利益累計額合計 19,514 27,980 

非支配株主持分 5,216 5,060 

純資産合計 253,289 272,731 

負債純資産合計 343,929 361,290 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９月30日) 

売上高 214,473 226,099 

売上原価 128,773 137,528 

売上総利益 85,699 88,570 

販売費及び一般管理費 ※ 66,629 ※ 68,502 

営業利益 19,070 20,068 

営業外収益    

受取利息 137 113 

受取配当金 598 689 

持分法による投資利益 106 93 

受取賃貸料 357 341 

デリバティブ評価益 881 3,805 

その他 955 1,363 

営業外収益合計 3,037 6,407 

営業外費用    

支払利息 247 59 

為替差損 767 3,777 

その他 2,251 2,640 

営業外費用合計 3,266 6,477 

経常利益 18,840 19,998 

特別利益    

有形固定資産売却益 5 382 

投資有価証券売却益 1,917 － 

特別利益合計 1,922 382 

特別損失    

固定資産除却損 106 65 

投資有価証券評価損 607 － 

社債償還損 1,668 － 

環境対策引当金繰入額 － 259 

特別損失合計 2,382 324 

税金等調整前四半期純利益 18,380 20,056 

法人税等 6,140 5,493 

四半期純利益 12,240 14,563 

非支配株主に帰属する四半期純利益 197 229 

親会社株主に帰属する四半期純利益 12,042 14,333 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９月30日) 

四半期純利益 12,240 14,563 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 47 455 

繰延ヘッジ損益 17 39 

為替換算調整勘定 2,784 8,491 

退職給付に係る調整額 269 3 

持分法適用会社に対する持分相当額 △55 9 

その他の包括利益合計 3,062 9,000 

四半期包括利益 15,302 23,563 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 15,128 23,473 

非支配株主に係る四半期包括利益 174 89 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益 18,380 20,056 

減価償却費 6,380 6,459 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △59 △12 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 106 △194 

受取利息及び受取配当金 △735 △803 

支払利息 247 59 

持分法による投資損益（△は益） △106 △93 

有形固定資産売却損益（△は益） △10 △384 

投資有価証券売却損益（△は益） △1,917 △5 

有形固定資産除却損 295 212 

投資有価証券評価損益（△は益） 607 － 

売上債権の増減額（△は増加） △4,101 △1,780 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,428 △1,601 

仕入債務の増減額（△は減少） △471 176 

その他 2,807 △42 

小計 17,994 22,046 

利息及び配当金の受取額 746 901 

利息の支払額 △370 △64 

法人税等の支払額 △869 △5,999 

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,501 16,885 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △6,978 △13,173 

有形固定資産の売却による収入 16 505 

無形固定資産の取得による支出 △302 △514 

投資有価証券の取得による支出 △2,316 △590 

投資有価証券の売却による収入 775 36 

貸付けによる支出 △529 △1,114 

貸付金の回収による収入 143 394 

その他 184 1,103 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,007 △13,351 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,025 △4 

長期借入れによる収入 － 202 

社債の償還による支出 △31,668 － 

自己株式の取得による支出 △18 △9 

配当金の支払額 △3,477 △3,264 

非支配株主への配当金の支払額 △27 △243 

その他 △27 △21 

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,193 △3,341 

現金及び現金同等物に係る換算差額 39 816 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,659 1,008 

現金及び現金同等物の期首残高 44,205 22,785 

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少） 
－ △6 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 132 204 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △87 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 23,591 ※ 23,991 
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（1）連結の範囲の重要な変更 

第１四半期連結会計期間より、非連結子会社であったMIKI JFC AS、JFC MALAYSIA SDN.BHD.を重要性の観

点から新たに連結の範囲に含めております。

（2）持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であった、KI NUTRICARE, INC.、KI NUTRICARE, INC.の子会社

６社及びJFC (S) PTE. LTD.は同日現在の財務諸表を利用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について

必要な調整を行っておりましたが、第１四半期連結会計期間より決算日を３月31日に変更しております。 

この決算期変更により、当第２四半期連結累計期間は、平成30年４月１日から平成30年９月30日までの６

か月間を連結しております。 

なお、当該連結子会社の平成30年１月１日から平成30年３月31日までの損益については、利益剰余金の増

減として調整しております。 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債

は固定負債の区分に表示しております。 
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１．四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が

四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

受取手形 5百万円 4百万円

 

 ２．保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金等に対する保証（実行額）

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

ヤグチ物流㈱ 81百万円 77百万円

計 81 77

 

 ３．社債の債務履行引受契約にかかる偶発債務 

次の社債については、銀行との間に締結した社債の信託型デット・アサンプション契約（債務履行引受契

約）に基づき債務を譲渡しております。従って、同社債に係る譲渡債務と同契約による支払金額とを相殺消

去しておりますが、社債権者に対する当社の社債償還義務は社債償還時まで存続します。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

第７回無担保普通社債 30,000百万円 30,000百万円

計 30,000 30,000
 

- 21 -



（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
 前第２四半期連結累計期間 
（自  平成29年４月１日 

  至  平成29年９月30日） 

 当第２四半期連結累計期間 
（自  平成30年４月１日 

  至  平成30年９月30日） 

販売手数料 15,365百万円 15,750百万円 

人件費 15,680 16,466 

賞与引当金繰入額 1,915 1,992 

役員賞与引当金繰入額 54 61 

退職給付費用 790 621 

役員退職慰労引当金繰入額 12 11 

 

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日）

現金及び預金勘定 24,057百万円 25,733百万円

有価証券勘定 1,537 562

計 25,595 26,296

預入期間が３ヵ月を超える定期

預金
△849 △2,304

取得日から償還日までの期間が

３ヵ月を超える短期投資
△1,154 －

現金及び現金同等物 23,591 23,991
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日） 

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月27日

定時株主総会
普通株式 3,477 18 平成29年３月31日 平成29年６月28日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年10月20日

取締役会
普通株式 4,250 22 平成29年９月30日 平成29年12月６日 利益剰余金

３．株主資本の金額の著しい変動 

該当事項はありません。 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日） 

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月26日

定時株主総会
普通株式 3,264 17 平成30年３月31日 平成30年６月27日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年10月24日

取締役会
普通株式 3,840 20 平成30年９月30日 平成30年12月６日 利益剰余金

３．株主資本の金額の著しい変動 

当社は、平成30年４月26日開催の取締役会決議に基づき、平成30年５月15日付で、自己株式16,500,000

株の消却を実施いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本剰余金220百万円、

利益剰余金31,779百万円、自己株式31,999百万円がそれぞれ減少し、当第２四半期連結会計期間末にお

いて資本剰余金13,695百万円、利益剰余金が218,017百万円、自己株式が3,622百万円となっておりま

す。

- 23 -



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

            （単位:百万円） 

  報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

 
国内 

食料品製 
造・販売 

国内 
その他 

海外 
食料品製 
造・販売 

海外 
食料品 
卸売 

計 

売上高             

外部顧客への売上高 87,066 3,833 38,676 84,898 214,473 － 214,473 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
731 6,863 5,711 177 13,483 △13,483 － 

計 87,797 10,696 44,387 85,075 227,956 △13,483 214,473 

セグメント利益 5,908 727 9,199 3,758 19,595 △524 19,070 

（注）１．セグメント利益の調整額 △524百万円は、主に全社費用配賦差額であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成30年４月１日 至平成30年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

            （単位:百万円） 

  報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

 
国内 

食料品製 
造・販売 

国内 
その他 

海外 
食料品製 
造・販売 

海外 
食料品 
卸売 

計 

売上高             

外部顧客への売上高 88,497 3,928 40,384 93,288 226,099 － 226,099 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
827 6,861 6,160 217 14,066 △14,066 － 

計 89,325 10,789 46,544 93,506 240,165 △14,066 226,099 

セグメント利益 6,214 884 9,558 3,808 20,466 △398 20,068 

（注）１．セグメント利益の調整額 △398百万円は、主に全社費用配賦差額であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（金融商品関係）

当第２四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価と

の差額に重要性が乏しいため、記載しておりません。

（有価証券関係）

企業集団の事業運営において重要なものとなっているものについて、前連結会計年度末日に比べて著しい変動

がないため、記載しておりません。

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度末日に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   62円35銭 74円66銭

（算定上の基礎）      

親会社株主に帰属する

四半期純利益金額
（百万円） 12,042 14,333

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に

帰属する四半期純利益金額
（百万円） 12,042 14,333

普通株式の期中平均株式数 （千株） 193,133 191,979

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

２【その他】

平成30年10月24日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(1）配当金の総額…………………………………… 3,840百万円

(2）１株当たりの金額……………………………… 20円00銭

(3）支払請求の効力発生日及び支払開始日……… 平成30年12月６日

（注）平成30年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年11月９日

キッコーマン株式会社 

取締役会 御中 

 

EY新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 福原 正三  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 狩野 茂行  印 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているキッコーマン株

式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から

平成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、キッコーマン株式会社及び連結子会社の平成30年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長堀切功章及び最高財務責任者神山隆雄は、当社の第102期第２四半期（自平成30年７月１日 

至平成30年９月30日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しま

した。

２【特記事項】

特記すべき事項はありません。


